
議案第 ４ 号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法第179条第１項の規定を適用し、次のように専決処分したので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和８年３月３日提出 

 

南小国町長 髙橋 周二 

 

専第２号 令和７年度南小国町一般会計補正予算書（第１３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専第２号 

 

専決処分書 

 

令和７年度南小国町一般会計補正予算書（第１３号）につい

て、地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専

決処分する。 

 

令和８年２月６日 

 

南小国町長 髙橋 周二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 専第２号 

 

 

令 和 ７ 年 度 

 

 

南小国町一般会計補正予算書（第１３号） 

 

 

 



令和７年度南小国町の一般会計補正予算（第１３号）は、次に定めるところによる。  

 

（歳入歳出予算補正）  

第１条  既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１５，０００千円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ６，９９７，２９５千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年２月６日専決  

 

南小国町長   髙   橋   周   二  

 

１  



000 001 0 0002    - 2 -0
1 002 0002 第 1 表 　 　 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位：千円）

款 項 補 正 前 額 今 回 補 正 額 合 計

繰入金 18. 669,593 15,000 684,593

基金繰入金  1. 669,512 15,000 684,512

歳 入 合 計 6,982,295 15,000 6,997,295

0    - 2 -



000 001 0 0003 0    - 3 -

1 002 0003 00002

歳 出
（単位：千円）

款 項 補 正 前 額 今 回 補 正 額 合 計

土木費  7. 481,265 15,000 496,265

道路橋梁費  2. 338,032 15,000 353,032

歳 出 合 計 6,982,295 15,000 6,997,295

0    - 3 -



30 0 0 002 0 0004 0    - 4 -

1 004 0004 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

１ 　 総 括

（歳　入） （単位：千円）

款 補 正 前 額 今 回 補 正 額 合 計 備 考

繰入金 18. 669,593 15,000 684,593

歳 入 合 計 6,982,295 15,000 6,997,295

0    - 4 -



3 000 1 002 004 0 0005 0005 00001 0    - 5 -

（単位：千円）（歳　出）
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

款 補 正 前 額 今 回 補 正 額 合 計 特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

土木費  7. 481,265 15,000 496,265 15,000

歳 出 合 計 6,982,295 15,000 6,997,295 15,000

0    - 5 -



000 1 003 006 0 0006 0006 0    - 6 -
3
２ 　 歳 入

(款)  18.繰入金 (項)   1. 基金繰入金 （単位：千円）

節
目 補 正 前 額 今 回 補 正 額 合 計 説 明

区 分 金 額

財政調整基金繰入金 財政調整基金繰入
金

  1. 448,527 15,000 463,527   1. 15,000

計 669,512 15,000 684,512

0    - 6 -



3 000 1 003 006 0 0007 0007 0    - 7 -

３ 　 歳 出

(款)   7.土木費 (項)   2. 道路橋梁費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳
節

目 説 明補正前額 今回補正額 合 計 特 定 財 源
一般財源

国県支出金 地 方 債 そ の 他 区 分 金 額

道路維持費 委 託 料 除雪委託料  2. 112,300 15,000 127,300 15,000 12. 15,000

計 338,032 15,000 353,032 15,000

0    - 7 -


